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特許証送付先

住所

T441-8122

愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘1

jp index. html

氏名

国立大学法人豊橋技術科学大学

特許権設定登録通知書

特許番号第6998588号

令和 3年12月2 3日登録日

出願番号特願2017-234399

平成2 9年1 2月6日出願日

請求項の数 6

納付年分第 3年分まで

受領金額 4,950円

令和 3年12月14日受領日

受領特許料軽減申請により、特許料を軽減し

匝到 特許料の納付について

・特許権を維持するには、存続期間の満了(特許出願
の日から20年)までの各年について所定の特許料の

納付が必要です

なお、第4年分以降の納付に関しては、特許庁から
納付についての通知は送付いたしませんので、納付期

様

限の管理はご自身でお願いします。
この通知を保管し、右側の特許料納付期限日の表で

納付期限を確認してくガさい(自動納付制度もあり

ますので、特許庁ホームヘージを参照してください)
・第4年以降の各年分の特許料は、登録日の翌日を起
算日として、納付済年分の満了日(以下「納付期限日
という)までに、次の年分の納付が必要です
・納付期限日までに納付できなかったときは、その期

間の経過後6ケ月以内であれば特許料を追納すること

ができます

・追納する場合は、納付すべき特許料のほか、その特
許料と同額の割増特許料が北、要です
・追納できる期間内に納付しないときは、その特許権
は、納付期限日にさかのぼって消滅したものとみなさ
れます

・特許料納付書の様式及び特許料の額については、以

下を参照してください

特許庁ホームヘージ

https WWW. JPO. go

納付年分

/t゛ー

弟 4年分

第 5年分

第 6年分

第 7年分

第 8年分

第 9年分

第10年分

第11年分

弔12年分

第13年分

弟14年分

第 15年分

第16年分

特許斗納付期限日
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※【重要】特許(登録)料等の納付期限日を忘れな
いために電子メールにて納付期限が近づいたことを

お知らせするサービスがあります。利用については、

以下を参照ください。

『特許(登録)料支払期限通知サービスについて』
ttps://WWW. jpo. go. jp/system/process/toroku/
igen_tsuchi_service. html

納付期限日が行政機関の休日に

あたるときは、その日の翌日が

期間の末日となります。
22 1.12

争研究支掻課・及

心伶熟曳

問い合わせ先審査業務課登録室
電話 0 3 (3 5 8 1) 11 0 1 (代表)
特許担当内線 2708

令和

令手口

令和

△和

A手口 1

令手口 1

令手Ⅱ 1

令手口 1

令手口 1

令手口 1

令手口 1

令手口 1

令手日 1

納付期限日

6年(2024年) 1 2月2 3日

7年(2025年) 1 2月2 3日

8年(2026年) 1 2月2 3日

9年(2027年) 1 2月2 3日

0年(2028年) 1 2月2 3日

1年(2029年) 1 2月2 3日

2年(2030年) 1 2月2 3日

3年(2031年) 1 2月2 3日

4年(2032年) 1 2月2 3日

5年(2033年) 1 2月2 3日

6年(2034年) 1 2月2 3日

7年(2035年) 1 2月2 3日

8年(2036年) 1 2月2 3日

※


